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はじめに
2011 年 3 月の福島第 1 原子力発電所の事

故を受けて，ドイツでは，2022 年までに国
内の全ての原子力発電所の稼働停止が予定さ
れ，現在，段階的に廃止の手続きがなされて
いる。しかしながら，原子力発電所を停止し
ても，原子炉の解体，核燃料の貯蔵と最終処
分に至るまで，福島原発のようなメルトダウ
ンの場合を別にしても，長期の期間と費用が
発生する。この費用を誰が負担するのか。わ
が国でも，現実に，廃止が決定された原子力
発電所が出てきており，廃炉会計問題として，
電力自由化の中で重要な問題になってきてい
る。

この問題に関して，注目されるのは，ドイ
ツ連邦経済・エネルギー省が 2015 年 9 月 2
日に公表し，10 月 14 日に閣議決定された法
案「核エネルギー分野での解体と処理に対す
る背後責任に関する法案 （解体・処理費用背
後 責 任 法 ）」（Entwurf eines Gesetzes zur
N a c h h a f t u n g  f ü r  R ü c k b a u -  u n d
Entsorgungskosten im Kernenergiebereich

（Rückbau-und Entsorgungskostennach-
haftungsgesetz-Rückbau-und Entsorgungs

kosten- nachhaftungs-G））である。
この法案は，原子力発電所の解体と処理に

関して，原子力運営事業者だけでなく，支配
会社であるコンツェルンにも背後責任をとら
せようとしたものである。原子力発電を運営
している電力会社が原子力発電を分離し，親
会社が責任を回避するのを防ごうとすること
を法的に許さないことを明確にしようとした
ものである。また，同時に，経済・エネルギー
省がコンサルタント会社Warth &Klein Grant 
Thorntonに委託した『核エネルギー分野に
おける引当金の評価に関する調査報告書』

（Gutachtliche Stellungnahme zur Bewertung 
der Rückstellungen im Kernenergiebereich:以
下単に廃炉・処理引当金評価報告書）が公表
された。

法案は連邦議会に提出され，2015 年 12 月
現在，審議中であるが，連邦議会やさらに連
邦参議院で可決されるか否か，修正の有無を
含めて，不明である。しかしながら，原子力
発電所の解体とその処理は，わが国でも日程
に上っており，また，東京電力の経営改革で
は原発は持株会社に残置され，火力発電や送
配電部門および小売部門と分離されようとし
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ている。
こうしたわが国における原子力発電所の解

体・処理ないしはその経営のあり方を考える
上で，ドイツの事例は参考になると思われる。
本来は，論考として公表すべきであるが，事
態の緊急性から，まずは，法案提出の目的と
法案の内容，提出の背景と論点，そしてその
裏付け（ストレス・テスト）となる廃炉・処
理引当金評価報告書の内容と論点を簡単に紹
介したい。

1．法案提出の目的と背景

1）�ドイツにおける原子力発電所とその所
有構造

ドイツでは，これまでに運転していた商用
の原子力発電所は 23 カ所である。このうち，
すでに営業運転を終了したものが 15 カ所あ
る。その内訳は，2011 年の福島原発前に，
営業運転を終了し，解体・処理過程に入って
いる原発が 6 カ所，2011 年 8 月に終了した
ものが 8 カ所，2015 年 6 月に終了したもの
が 1 カ所である。したがって，現在稼働中の
原発は，8 カ所であるが，2022 年 12 月末日
までに全て，営業運転が終了することになっ
て い る（Warth & Klein Grant Thornton 
2015, S.23）。

この 23 カ所の原子力発電所は，E.ON, 
EnBW, RWE，Vattenfallという 4 大電力コ
ン ツ ェ ル ン お よ びSWM（Stadtwerke 
München）の子会社ないしは共同子会社と
なっている。E.ONの子会社E.ON Kernkraft 
有限会社とその子会社が運営しているのが 5
カ所，EnBW Kernkraft 有限会社とその子会
社によるもの 5 カ所，RWE Power 株式会社
によるものが 4 カ所，E.ONとVattenfallの子
会社の共同子会社によるもの 4 カ所，E.ON
とRWEの子会社の共同子会社によるもの 4
カ所，E.ONとSWMによるもの 1 カ所である

（Däuper und Fouquet 2014, S.16-21）。

なお，送電部門は，電力自由化の中で中立
性を維持するため，別会社化ないしは，他の
送電会社に売却されている（桜井　2015, 
p.114 参照）。

2）法案提出の目的
まず，法案は原発の停止・廃炉・処理の現

状について次のように述べている。
「原子力発電所の事業者は，原子力法に基

づいて，原子力発電所の停止と廃炉及び核廃
棄物の処理に関わる費用を負担することが義
務づけられている。2022 年までに発電のた
めの核エネルギーから段階的離脱が行われた
のちは，一方では，原子力発電所の運転から
収入がなくなり，他方では停止・廃炉・処理
の費用が発生する。その場合，事業者の資産
から賄うべきこれらの費用は，数十年にわ
たって生じることになる。/現在，事業者は
コンツェルンに組み込まれている。さらに，
事業者は支配契約と成果引き受け契約を通じ
て，これらの任務の支払いのためにコンツェ
ルン全体の資産を自由に利用できるようにコ
ンツェルン内部で資金的に保証されているの
である」。

この原発処理関連費用を，ドイツの原子力
法では事業者が負担しなければならないが，
原発廃止後は，原発からの収入がないのであ
る。ドイツにおける原子力発電所を直接運営
している事業者は，今日，4 つの電力コンツェ
ル ン（Vattenfall Deutschland, E.ON, RWE, 
BnEW）の子会社か共同子会社であり，事業
者と 4 つの電力コンツェルンの間に支配契約
ないしは成果引き受け契約が締結されてお
り，原発関連処理費用は，コンツェルンの資
産が当てられる。つまりコンツェルンは背後
責任（Nachhaftung）を果たすことになって
いるという。

しかしながら，「現在の法律は，支配契約
と成果引き受け契約の解除をすることは基本
的には認められており，背後責任が限定され



原発廃炉・処理費用と電力コンツェルン　― ドイツの背後責任法案と引当金評価報告書 ―

― 39 ― 『商学集志』第 85 巻第４号（＇16.3）

ることになる。こうした可能性が将来，利用
されるとすれば，そして，その結果，原子力
発電所の事業者の支払い不能が生じるなら
ば，公共財政への財務リスクが排除されなく
なる」。つまり，コンツェルンが背後責任を
果たさなくなった場合，政府が財政負担をし
なければならなくなる。
「それゆえ，新規立法によって，核処理に

対する長期的なコンツェルンの責任を確保す
るとともに，公共財政に対するリスクを低減
することが，本法案提出の目的である」。

原子力事業を親会社から分離することは法
案，現行の株式法では禁止されていないので，
事前にそうした事態を回避したいというので
ある。Gabriel連邦経済・エネルギー大臣は，「両
親は自分の子供に責任を持つものである（Eltern 
haften für ihre Kinder）」（Bundesministeium 
für Wirtschaft und Energie （2015b）と述べ
ている。

3）法案の内容
法案は全部で 6 条から構成されている。第

１条第 1 項は，原発事業者の支払い義務の範
囲と，原発事業者が支払い不能になった場合
に支配企業がその責任を負うことを規定して
いる。

ここで言われている原発処理関連費用は，
「原子力法第 7 条第 3 項に基づくこの施設の
停止と廃炉に対して生ずる支払い義務および
原子法第 9 条a第 1 項第 1 文（放射性廃棄物
の最終貯蔵に至るまでの処理任務）に基づく
放射性廃棄物の秩序的除去に対して生じる支
払い義務（とくに，原子力法第 21a条と第
21b条から，最終貯蔵前給付規則，および立
地選択法第 21 条以下 3 ヶ条からの債務）」
と述べている。後に紹介するストレス・テス
トの分類の方がよりわかりやすい。①停止と
廃炉②保管，輸送，事業所廃棄物③中間貯蔵
④最終貯蔵Konrad立坑⑤最終貯蔵HAW（高
レベル廃棄物）等に関連する費用である 1。

第 1 条第 2 項は，行政官庁の支払い義務
に対する失効手続きも支配企業に及ぶことを
規定している。同第 3 項では，支配企業が複
数の場合，相互に支払い義務に対して責任を
負うことを規定し，同 4 項では，原発事業者
が消滅する場合も，支配企業は，「消滅した
事業者に対して支払い義務が適用されたであ
ろう範囲において適用しうる」としている。
第 3 項や第 4 項の規定は，すでに見たよう
にドイツの原子力発電所が 4 大電力コンツェ
ルンの共同子会社が多いことに対応した規定
である。

第 2 条（事業者の支配）は，支配企業の定
義を行っている。第 1 項で，支配企業を，「直
接的にまたは間接的に事業者の持ち分の少な
くとも半分を有しているか，もしくは直接的
にまたは間接的に事業者の議決権の半分を有
している企業であるか，それに関わらず，そ
の他の場合に単独または共同で，事業者に支
配的影響を行使しうる企業である」と定義す
るとともに，同 2 項で，「事業者が人的支配
会社である場合，人格的に責任を有する社員
である者，もしくはこの社員を第 1 条第 2
項の意味において直接，間接的に支配してい
る者も，本法の意味における支配的企業であ
る」と規定し，同第 3 項で「本法の意味にお
ける支配的企業としての性質は，法的担い手
としての事業者が消滅することによって失効
はしない」としている。

これらの支配企業の規定は，法案の詳細説
明では，原発処理関連費用の背後責任に関
わった規定ではあるが，それは，ドイツの株
式法第 16 条第 1 項（持ち分と議決権），同
第 17 条第 1 項（支配的影響の行使）および
競争制限防止法第 36 条第 2 項第 2 文（共同
支配）に依拠しているという。ただし，株式
法 16 条では支配的企業は持ち分ないしは議
決権の過半数を有することになっているが，
本法案では単に半分を有すれば足りるとして
いる。その理由として，「たとえば協定によっ
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て支配的影響を共同で行使しない 2 つの企業
が事業者をそれぞれ半分所有している場合も
把握できる」としている。

第 2 条第 3 項は，事業者が消滅しても支
配企業の責任は消滅しないことを規定してい
る。第 3 条「特別な場合における責任の存続」
も同様である。ここでは，支配関係が終了し
ても支配企業の責任が存続することが述べら
れている。法案説明では，その事例として，
会社法上の組織再編によって原子力関連の支
払い義務に対して責任を有する資産は減少さ
れてはならないことや，原発事業者の売却に
よっても責任に関わる資産は減少する結果に
ならないようにすることが提起されている。
さらに，同第 2 項は，第三者に責任は移譲さ
れないことを規定している。

最後に，第 4 条では，「第 1 条に基づく背
後責任が終了するのは事業者の搬送義務のあ
る物質が放射性廃棄物の最終貯蔵のための連
邦政府の設備に完全に搬送され，封印される
時点である」と規定され，背後責任は，最終
処分地に放射性廃棄物が搬入され，封印され
るまで存続するとしている。

4）法案提出の背景
以上の内容からもわかるように，原発事業

者だけでなく，支配関係にある企業，すなわ
ち，電力コンツェルンに背後責任を負わせる
こと，そして，それは，第三者にも移譲でき
ないし，また，組織再編によっても免れるこ
とはできないことを法案は規定しているので
ある。

このような厳しい法案が提出された背景に
は，法案の内容からも容易に類推されるよう
に，電力コンツェルンが責任を回避しようと
する動きが見られたことがある。

そ の 一 つ は 2012 年 にVattenfall が ス
ウェーデンの親会社とドイツにおける子会社
の支配契約関係を解消したこと，もう一つは，
E.ONも，2016 年に旧来型の発電所を分離し

て別会社を設立しようとしたことである
（Stratmann 2015, S.12, Hecking und Pinzler 
2015,S.19 ）。

2012 年にVattenfall は，Vattenfall Europe 
AGとVattenfall Deutschland GmbHを統合し
て，Vattenfall GmbHを存続させた。この再
編成の目的は，組織の簡素化，それに伴うコ
ストの低減にあると説明されているが，支配
契約の解消によって原子力発電者の費用負担
を 免 れ る こ と に あ っ た と 言 わ れ て い る

（Wetzel und Evert 2012）。
事実，2008 年に締結されていたVattenfall 

Europeと親会社のVattenfall ABの間の支配
契約は「自動的に終了」（Vattenfall 2012）
したという。2008 年の文書では，「2008 年
6 月にVattenfall ABを支配企業，Vatenfall 
Europe AGを被支配企業として両者の間にあ
る種の支配契約を締結したことによって，ド
イツで適用されている法規の範囲内にグルー
プ 全 体 の 諸 規 則 をVattenfall Europe 
Management Systemに移すための基礎が形成
された」（Vattenfall Europe 2008, S.6）と記
されていたのである。支配契約はドイツ株式
法 291 条に基づいていたという（a.a.O.S.20）。

Vattenfallが運営していた二つの原子力発
電所はすでに技術上の問題から長期にわたっ
て停止しており，2012 年のドイツ政府の方
針によって運営認可を失ったのである。ドイ
ツの週刊新聞Die Zeitは，これらの原子力発
電所に事故があった場合，ドイツの原子力発
電所全体の連帯責任で 25 億ユーロまではま
かなわれ，それ以上は株主のスウェーデン政
府が責任を負うことになるが，支配契約の解
消後は，この責任関係も終了するというので
ある（Hecking und Pinzler 2015, S.19）。

今回の法案は事故とは関係ないが，支配契
約を解消し，その責任を免れようとした
Vattenfall ABの責任を追及しようとしたの
である。

もう一つのE.ONの組織再編は，2016 年度
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から実施する計画であった。2014 年に新し
い経営戦略（Empowering customers. Shaping 
markets）の一環として，在来の発電事業，
海外でのエネルギー取引，ガスや石油の開発
を新会社Uniperに移行し，新E.ONは，再生
可能エネルギーや配電事業，顧客事業に専念
することを公表した（E.ON  SE 2014, S.1）。

これについても，分割後 5 年の経過期間を
過ぎれば，Uniperが解体・処理費用を負担す
るのであり，新E.ONが負担を逃れようとし
ていると批判されているのであり（Hecking 
und Pinzler 2015, S.19），この点についても，
法案は親会社として認定することによって負
担からの離脱を防ごうとしたのである。

しかしながら，E.ONは，参照法案公表後
の 9 月 9 日に，ドイツの原子力発電所を編
入せず，新E.ONが責任を有するような形に
することを決定した。後述するように，法案
には反対ではあるが，政治的結果によるリス
クを避けるために，そうした決定を行ったと
いう（E.ON 2015）。

以上みたように，別会社に分離して廃炉・
処理費用責任を回避しようとする企業行動が
現実にみられたことが，支配的企業に全責任
を負わせようとした法案提出の背景であった2。

2．法案に対する関係者の見解とその論点

1）電力コンツェルン経営者
電力会社が共通して法案に反対しているこ

とはいうまでもないが，その論拠の一つは，
政府にも原発事業の共同責任があるというも
のである。この代表は，電力会社は，「政治
によって各エネルギーに引き込まれた」ので
あるというRWEのPeter Terium 会長や「原
子力発電所を現在，所有している者が全てに
責任を持つことが正しいのか，原子力発電所
を建設した者が責任を持つのが正しいのか」

（Hecking und Pinzler 2015, S.19）と述べて
いる E.ON会長のTeyssenである。Teyssenは，

電力会社の原発事業への参入は，国家が低利
の資金援助をしたことによって可能となった
こと，また一部は国家が共同建設者であった
という事実に基づいている（Hecking und 
Pinzler　2015, S.19）3。

2）政党関係者
政党関係者の反響については，新聞報道で

その姿勢が判明する緑の党（Die Grünen）
とキリスト民主同盟・キリスト社会同盟

（CDU/CSU）の場合を紹介する。
まず，野党である緑の党は，この法案によっ

てGabriel 連邦経済エネルギー大臣が，「最
終貯蔵の財源の確保に向けた信号を送った」
として歓迎しながらも, それだけでは不十分
で，「コンツェルンの追加払い込み義務を伴っ
た公法上の基金 4」の設立を主張している

（Dehmer 2015a, S.17）。この法案に対する態
度表明ではないが，左翼党（Die Linke）も
ほぼ同一の方式を要求している（Deutscher 
Bundestag 2014b）。しかし，緑の党や左翼党
の基金設定の要求は，2015 年 10 月 14 日の
連邦議会経済・エネルギー委員会で，連立与
党のCDU/CSUとSPD（社会民主党）の反対
多 数 で 否 決 さ れ て い る（Deutscher 
Bundestag 2014c）。

この基金設定による原発処理関連費用確保
という提案は，2014 年 12 月に連邦経済・エ
ネルギー省の委託で行われた報告書『核エネ
ルギー分野における資金手当-現状の危機と
改 革 オ プ シ ョ ン 』（Däuper und Fouquet 
2014）でも検討されていた。同報告書は，
結論として，「我々の視点からみて，比較的
高い蓋然性があり，法的安定性があり，相対
的に実行可能な改革オプションは内部基金と
外部基金の組み合わせであり，停止と廃炉は
内部基金で，放射性廃棄物の処理の資金は公
法上の形態の外部基金による」（Däuper und  
Fouquet 2014, S.10）とされ，本法案のよう
にコンツェルンの親会社に責任の継続を果た
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させるという提案については，「法的一貫性
での疑念に遭遇する」（Däuper, undFouquet 
2014, S.9）という理由から，改革オプショ
ンとして推奨していない。

次に，キリスト民主同盟/ キリスト社会同
盟は，反対の立場である。Die Zeitの新聞記
事によれば，「連邦議会は（この法案に）ま
だ同意していない。連立与党のCDUやCSU，
とくにバイエルン州首相府のなかには，電力
コンツェルンの代弁者がいるからである。彼
らは，企業が破産してしまうかもしれないし，
電力不足が生じるかもしれないと警告してい
るのである」（Hecking und  Pinzler  2015, 
S.19）。さらに続けて，同紙は，連邦議会会
派Unionの環境広報者の発言，「引当金が最
終的に不足する場合には国家は助けなければ
ならない。我々はエネルギー供給事業者を生
かすようにしなければならない」（Hecking 
und  Pinzler  2015, S.19）を紹介している。
電力コンツェルンに原発関連処理費用の全て
を負担させると，倒産するかもしれないとい
うことを主張しているのである。

3）アンケート調査
この法案に対する賛否を含めて，脱原発の

責任を誰が持つべきかについて，ドイツの経
済新聞紙「Handelsblattが関連団体と共同で
設 立 し た シ ン ク タ ン ク 」 で あ るEnergy 
Academyが会員約 230 人を対象に 2015 年 10
月1日にアンケートを行っている（Handelsblatt 
Energy Academy 2015）。主要なアンケート
結果を紹介する。

まず，「原子力発電所の解体・処理を 4 大
電力コンツェルンは行うことができるのかに
ついて疑念が生じている。この疑念について
の見解」を尋ねたところ，コンツェルンは，「弱
体で必要な資金を長期に確保できない」とい
う回答は 54.93%，「コンツェルンは任務をや
り 遂 げ る こ と が で き る 」 と い う 回 答 は
15.49%，「 今 の と こ ろ 判 断 で き な い 」 が

29.58%であった。このことは，コンツェル
ンは「解体・処理のために合計で 380 億ユー
ロの引当金を設定している。この金額は適切
か」という次の質問に関連している。コンツェ
ルンは，「解体・処理の任務に適切に対処し
ており，経済監査人から定期的に監査されて
いる」という回答は 17.91%でしかなく，「そ
の引当金は今までのところ，たとえば利子の
見通しなど誤った想定を基礎にしている」と
いう回答が 82.09%であり，多数が，引当金
の設定が不十分であることを述べている。な
お，ここに登場する利子の見通しが誤ってい
るというのは，後述するように，引当金の設
定が，実質利子率 4.58%という割引率を使用
して算定されているからである。

第 3 の質問は同法案に対する態度について
である。「コンツェルンが責任を免れる可能
性をなくすことは正しい」という回答は
54.41%，「そのような無制限な責任は法律上
持ちこたえられない」という回答は 17.65%，

「そのような責任は法律上可能であるとして
も，やりすぎである」という回答は 27.94%
であった。法案へ賛成がやや多いということ
である。

しかしながら，「国家は責任から手をひい
てはいけない」というE.ONの会長Tyssenの
発言については，「Tyssenは正しい。国家も
責任がある」という回答は 59.42%，「責任は，
現在の所有者がとらなければならない」とい
う回答は 40.58%である。

従って，本法案に対しては過半数が賛成で
あるが，同時に，国家も共同責任を有してい
る と い う 見 解 が 多 い。 こ れ に 関 し て は，
Stefanie Hamm（Con¦Energy Agentur CEO）
がアンケート結果に対して，「エネルギー・
コンツェルンは原子力発電所の経営によって
利益を受けてきたし，今や，その解体にも責
任を持つべきである。しかしながら，核エネ
ル ギ ー か ら の 脱 出 は 政 治 が 望 ん だ
Energiewende（エネルギー転換）の重要な
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構成要素をなしている。したがって，エネル
ギー供給者と政治が共同で脱出に対する責任
を 担 う べ き で は な い か 」（Handelsblatt 
Energy Academie 2015, S.10）とのべ，原発
の解体・処理はドイツ政府が決定したので，
その費用は，国家と企業の共同責任であると
主張している。

また，緑の党や，左翼党および部分的には
2014 年 12 月の委託報告書でも，「適切な改
革プラン」と推奨されていた基金モデルに関
する質問には，「完全に賛成」という回答は
39.34%，「どちらかと言えば賛成」は 44.26%
で，「全く同意できない」は 16.39%であった。

3．�廃炉・処理引当金評価報告書（ストレス・
テスト）の内容と論点

1）報告書作成の背景と目的
すでに紹介したように，政党関係者の見解

で，親企業に責任を負わせるとしても，解体・
処理費用が親企業にも背負いきれない場合，
電力会社が倒産しかねないという批判が出て
いた。そもそも解体・処理費用がいくらかかっ
て，それを，親企業を含む電力会社が収入か
ら支払うことができるのかどうかという問題
である。4 つの電力会社が解体関連の引当金
として積み立てている 388 億ユーロでは不
十分であると指摘されているのである。さら
に，この引当金は，現金として存在している
のではなく，他の用途に転用されているので
はないかといった批判が出ている。

このため，Gabriel連邦経済・エネルギー
大 臣 は， 経 済 監 査 会 社 のWarth & Klein 
Grant Thorntonに 2015 年 7 月 11 日に委託
した ストレス・テスト報告書（正式名称は，
核エネルギー分野における引当金の評価に関
する意見書，Warth & Klein Grant Thornton 
2015）を，10 月 10 日に公表し，「企業は脱
原発のコストを担うことができる状態にあ
る 」 と 言 明 し た（Bundesministeium für 

Wirtschaft und Energie 2015a）。
すなわち，同報告書の骨子を結論的に言え

ば，現在も，原発関係引当金および純資産は
原発関連費用を超過しており，また，一定の
条件の下で，2015 年から 2099 年までにお
いて，原発関連処理費用は，電力会社の予想
収入の範囲内にあるというのである。以下，
簡単に内容と論点を紹介したい。

2）�原発関係引当金と原発関連費用の現在
価値

まず，現在，設定されている原発関連引当
金が，原発関連処理費に比較して十分である
かについて，報告書はおおよそ次のような順
序で検討している。

子会社を通じて原子力発電所を運営してい
る 5 つの電力会社における現在の原発処理関
連引当金は 2014 年 12 月 31 日現在で 382.88
億ユーロ（約 4 兆 9774 億円）である（表 1）。

他方，2015 年から 2099 年までの原発廃炉・
処理費用は，①停止と廃炉②保管，輸送，事
業所廃棄物③中間貯蔵④最終貯蔵Konrad立
坑⑤最終貯蔵HAW（高レベル廃棄物）ごと
に算出され，その合計は 2014 年価格水準で
475 億ユーロ（約 6 兆 1750 億円）である（表
2）。

①は引当金の基礎になっている数値であ
る。②と③はGesellschaft für Nuklear-Service 
mbH （GNS）による計算を基にしている。④
はBundesamt für Strahlenschutz （BfS）， ⑤
は連邦政府の会社設立費やGorleben設備計画
値を基礎にしている。とくに，報告書は⑤の
算定根拠に使用した数字が古いことを認めて
おり，また国際比較的に見ても，仏，英，日，
仏に比較すると小さいが，ドイツは国際平均
以上であると断っている（表 3）5。

この原発関連費用は，2015 年から 2099 年
までの 84 年間で支出されるので，その間に
おけるインフレ率と，原発固有の費用増加要
因を考慮する必要がある。インフレ率 1.97%



原発廃炉・処理費用と電力コンツェルン　― ドイツの背後責任法案と引当金評価報告書 ―

― 44 ―『商学集志』第 85 巻第４号（＇16.3）

表 1　2014 年 12 月 31 日現在の原発廃炉・処理引当金表1 2014年12月31日現在の原発廃炉・処理引当金

1

注) E.ON, RWE, EnBWはIFRS営業報告書。Vattenfall
Dはスウェーデン・クローナ(SEK)表示IFRS営業
報告書の数値で、9.3930SEK=1ユーロ、SWMは
HGB営業報告書。

出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.24.

注)  E.ON, RWE, EnBWはIFRS営業報告書。Vattenfall Dはスウェーデン・
クローナ (SEK)表示IFRS営業報告書の数値で、9.3930SEK=1 ユーロ、
SWMはHGB営業報告書。

出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.24.

表 2　原発廃炉・処理費用と電力会社のパラメーターでの現在価値（Barwert）表2 原発廃炉・処理費用と電力会社のパラメーターでの現在価値(Barwert)
(単位:100万ユーロ)

出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.68（未満四捨五入）.出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.68（未満四捨五入）.

と費用増加率 1.6%で算定した値を，電力各
社が採用している利子率平均 4.58%で割り引
くと，現在価値は 384.82 億ユーロとなり，
これは 2014 年 12 月 31 日現在の引当金額と
等しく（表 2），電力会社の「引当金計算の
原 則 的 計 算 の 正 確 性 を 証 明 し て い る 」

（S.67）。調整後の数字も同様である。
しかしながら，4.58%の割引率を使用する

ことが正しいのか。報告書は，海外との比較，

国 際 機 関 や ヨ ー ロ ッ パ 保 険 共 済 年 金 庁
（EIOPA）などの利子率に関する見通しなど
を参考にして，原発関連費用の現在価値を最
大 5.25%から最小 2.03%で割引いた原発関連
費用の現価値を，費用増加率 0%から 1.97%
の 5 つの場合について算定している。費用増
加率 1.97%の場合，最大で 773.87 億ユーロ
から最小 340.17 億ユーロが，2014 年末の現
価値であるという。
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340.17 億ユーロであれば，現在の引当金
額 382.886 億ユーロでまかなえるが，773.87
億ユーロとなると引当金額の 2 倍を超える金
額である。しかし，法案は電力コンツェルン
全体で原発関連費用を負担すべきであると規
定しているので，報告書は，電力会社全体の
資産価値で原発関連費用をまかなえるかどう
かを，次に検討する。

3）�二つの原発関連費用の財源分析 : 電力
コンツェルンの純資産価値とキャッ
シュ・フロー

報告書は，この原発処理関連費用の財源を，
純資産価値とキャッシュ・フローの双方から
求めている。

まず，純資産額は貸借対照表価値と市場価
値の双方を求めている。前者は，2014 年末
の 5 社の貸借対照表集計値を組み替えたもの

であり，表 4 のように，純資産額は，812.61
億ユーロ（原発廃炉・処理引当金 382.88 億
ユーロ＋自己資本 429.73 億ユーロ）と計算
している。後者の市場価値は，2015 年 8 月
18 日現在のSOP（Sum Of the Part）方式に
よる評価に基づいて計算されており，その価
値は 830 億ユーロと算定している（表 5，参
照）。

いずれの純資産額も，773.87 億ユーロを
超えるものであるという。とはいえ，このこ
とは，一方では現行の引当金が不足している
ことを示すのであり，他方では，8 月 18 日
以降，大きく株式価値が下がっていることを
考慮すれば，純資産額の算定は正確かどうか
という疑問が提出されているのである。

次に，2015 年から 2099 年までの原発廃炉・
処理費用とその財源についての報告書の
キャッシュ・フロー分析を簡単に見てみよう。

表 3　原発廃炉・処理費用の国際比較表3 原発廃炉・処理費用の国際比較

注)1.総発電容量はIAEAインターネット・サイト。
2.ドイツのEVUは本報告書。
3.EWN(Energiewerke Nord GmbH)は2015年8月26日のBMUB(ドイツ連邦環境・自然保護・建設・放射能安全省Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit)の公表。
4.フランス、ベルギー、日本はCour des Comptesの公表報告書（Die Kosten der Kernenergie）2012年1月。フランスの最終貯蔵推計値はANDRAからの数値であるが、
電力会社から反論されている。

5.合衆国は3つの研究の平均で、Cour des Comptesからの引用。
6.英国は、Nuclear Decommissioning Authority, Annual Report & Accounts,  2015年3月, p.19(NDRの最終貯蔵費用関連のみ)
7.スウェーデンはSvensk Kämbränslehantering AB, Plan 2013, Technical Report TR-14-16, 2014年5月。
8.スイスはスイス環境・交通・エネルギー・通信省、原発施設の停止基金(Stilllegungsfonds für Kernanlagen)、Faktenblatt Nr.2.2015年6月3日、およびswissnuclear

Kostenstudie,2011, Schätzung der Entsorgungskosten der Schweizer Kernkraftwerke . 2014年前の価格水準の費用は3%のインフレ調整をして2014年水準とした。
出所)  Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.52.

3

注） 1．総発電容量はIAEA インターネット・サイト。
 2．ドイツのEVUは本報告書。
 3． EWN(Energiewerke Nord GmbH)は 2015 年 8 月 26 日のBMUB( ドイツ連邦環境・自然保護・建設・放

射能安全省Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit)の公表。
 4． フランス、ベルギー、日本はCour des Comptesの公表報告書(Die Kosten der Kernenergie) 2012 年 1 月。

フランスの最終貯蔵推計値はANDRAからの数値であるが、電力会社から反論されている。
 5．合衆国は 3 つの研究の平均で、Cour des Comptesからの引用。
 6． 英国は、Nuclear Decommissioning Authority, Annual Report & Accounts,  2015 年 3 月, p.19（NDR

の最終貯蔵費用関連のみ）
 7．スウェーデンはSvensk Kämbränslehantering AB, Plan 2013, Technical Report TR-14-16, 2014年5月。
 8． スイスはスイス環境・交通・エネルギー・通信省、原発施設の停止基金(Stilllegungsfonds für 

Kernanlagen)、Faktenblatt Nr.2.2015 年 6 月 3 日、 お よ びswissnuclear Kostenstudie,2011, 
Schätzung der Entsorgungskosten der Schweizer Kernkraftwerke .　2014 年前の価格水準の費用は
3%のインフレ調整をして 2014 年水準とした。

出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.52.
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表 4　2014 年 12 月 31 日現在のE.ON,�RWE,�EnBW,�Vattenfall�DおよびSWMの合計貸借対照表価値

表4 2014年12月31日現在のE.ON, RWE, EnBW, 
Vattenfall DおよびSWMの合計貸借対照表
価値

4
出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.81.

(単位:100万ユーロ)

出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.81.

表 5　2015 年 8月 18 日現在のE.ON,�RWE,�EnBW,��Vattenfall�DおよびSWMのSOP�合計評価額表5 2015年8月18日現在のE.ON, RWE, EnBW, Vattenfall Dおよび
SWMのSOP 合計評価額

(単位:10億ユーロ)

出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.88.出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.88.

表4 2014年12月31日現在のE.ON, RWE, EnBW, 
Vattenfall DおよびSWMの合計貸借対照表
価値

4
出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.81.

(単位:100万ユーロ)
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原発廃炉・処理費用は，電力会社が原発関
連引当金設定において予定している 2099 年
までの支出額 1698 億ユーロを用いている。

次に，その支出額をまかなう収入額は，機
能資産の時系列的キャッシュ・フローから資
本・負債側の時系列キャッシュ・フローを控
除して求めている。後者は，総負債額と引当
金（原発関連引当金を除く），少数社員，配
当（流動資産の利子を除く）であり，前者の
資産のキャッシュ・フローは，原子力発電所，
石炭火力発電所，ガス・石油火力発電所，再
生可能エネルギー，ドイツでの販売，外国で
の販売，その他からなっており，図 1 がその
計算である。

この差額が純収入である。各々いくつかの
仮定の下で計算している。とくに，機能資産
のキャッシュ・フローの算定は，セグメント
別市場価値を基礎に，ドイツでの販売の資本
コストは 5.25%，その他は資本コストが 6%
と比較的高く設定されている。報告書も，ド
イツでの販売は，電力網の再公有化がさらに

進展すると，数字の根拠が大いに揺らぐこと
になる。

こうして算定された純収入と原発関連の支
出を比較したものが図 2 である。この図によ
れば，多くの時期で純収入が支出を超過，
2052 年と 2089 年および 2095 年から 99 年
の間は支出が純収入を超過している。が，そ
れ以外の時期は，純収入が支出を超過してお
り，総体としては，純収入によって原発処理
費用がまかなわれることになっている。累積
収入と累積費用を対比させた図 3 からも，そ
のことが理解される。

とはいえ注目すべきは，不確実の要因を収
入面でも支出面でも考慮していることであ
る。純収入では，予想額のプラス・マイナス
10%を上限と下限に起き，支出面では原発処
理関連費用の増加率の上限を 3%，下限を
1%において，それぞれの累計額を計算して
いる。収入の下限と支出の上限では，2070
年以降，純収入累計額は支出累計額をまかな
う こ と は で き な く な り， 両 者 の 乖 離 は，

図 1　機能資産の年別フリーキャッシュ・フロー

出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.91.
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図 2　純収入と処理費用図2 純収入と処理費用
100万ユーロ

7

年収入

年廃炉・処理
費用

出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.96.出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.96.

図 3　純収入と処理費用の差額幅図3 純収入と処理費用の差額幅

累積純収入

上限（推定値の
10%増）

累積純収入

下限（推定値の
10%減）

累積処理費用
上限（費用増加
率3%）

累積処理費用
下限（費用増加
率1%）

100万ユーロ

8

出所) Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.99.出所）Warth & Klein Grant Thornton(2015), S.99.

2099 年で 2000 億ユーロ近くに達する。す
なわち，財源は，遅くとも 2070 年には行き
詰まり，最大で原発廃炉・処理費用が収入を
25%下回るというリスクが提示されているの
である 6。

だからであろうか，本法案とともに，このス
トレス・テスト意見書で提示された内容を踏ま
えて，原発関連費用の財源の正確な把握のた
めの委員会（eine Kommission zur Überprüfung 

der Finanzierung des Kernenergieausstiegs 
（KFK））を設置したのである。

4.　日本への示唆

我が国への示唆として，次の 2 点を述べて
おきたい。

第 1 は，親会社ないしはコンツェルン全体
で原発処理関連費用を負担させるということ
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である。VattenfallやE.ONに見られたような
原発を別会社に分離し，親会社が責任を免れ
ようという行動は，わが国ではこれまでのと
ころ見当たらない。しかしながら，冒頭でも
簡単にのべたように，東京電力が原発を親会
社に残し，その他の発電施設や小売り部門を
子会社に移転させ，ドイツの場合とは逆とな
るが，チッソのように子会社が責任を免れる
ということも考えられるのであり（除本　
2015, 19-20 ページ），企業集団の中で原発廃
炉・処理費用を負担させることが必要になる
と思われる。

ここで疑問が生じるかもしれない。わが国
では原発廃炉・処理費用を電力会社に負担さ
せた場合，その費用が料金に転化されるので
はないかという疑問である。事実，政府の廃
炉会計は，自由化後に託送料金の中に含める
よう検討している（谷江 2015, 33 ページ）。

しかしながら，ドイツでは，発送電分離の
下で自由化されているので，原発を有する電
力会社の発電料金が高くなることは，競争上，
不利となるため，料金転嫁に制限がかかって
いる。

もちろん，すでに述べたように，コンツェ
ルン全体にせよ，電力会社だけに原発廃炉・
処理費用を負担させることに対して保守党や
電力会社からの反論があり，ドイツ国内でも
疑問が出ている。また，緑の党や左翼党をは
じめ，研究者の間でも提起されている基金方
式が採用されるかも含めて，法案の今後の審
議が注目されるのである。

第 2 は，原発処理関連費用の算定が，いく
つかの不確実な要素があるものの，2099 年
までを展望して算定しているということであ
る。わが国では，廃炉会計の変更と関連して
原発廃炉・処理費用が議論されているが，そ
の具体的な金額が議論の対象になっていない
ことからすれば，ドイツの試みは見習うべき
だと思われる 7。

資料　法案
第 1条　核債務の責任

（1）営業用発電を目的とする核燃料の分裂の
ために国内に存在する施設の事業者の現在と
将来の公法上の全ての支払い義務，すなわち，
原子力法第 7 条第 3 項に基づくこの施設の
停止と解体に対して生ずる支払い義務および
原子力法第 9 条a第 1 項第 1 文（放射性廃棄
物の最終貯蔵に至るまでの処理任務）に基づ
く放射性廃棄物の秩序的除去に対して生じる
支払い義務（とくに，原子法第 21a条と第
21b条から，最終貯蔵前給付規則，および立
地選択法第 21 条以下 3 条からの債務）につ
いては，事業者がこの支払い義務を充足しな
い場合，第 2 条第 1 項および第 2 項の意味
における支配企業が各々に請求権を有する団
体に対して，その責任を負う。

（2）公法上の団体が行政執行のために，事業
者が原子力法ないしはそれに関連する法規に
基づいて義務を有するか，もしくは，事業者
が早期に解散した場合，存続したとすれば義
務を有したであろうことに対して，手続きを
行うか，もしくは手続きを行わせる場合，事
業者が費用支払い義務を充足しない時には，
監督官庁は支配企業の負担で手続きを進める
もしくは進めさせることができる。このこと
は，とくに，営業用発電を目的とする核燃料
の分裂のために国内に存在する施設の事業者
の原子力法第 7 条第 3 項による解体のため
の義務に関して，および最終貯蔵に至るまで
の処理義務（とくに放射性廃棄物の条件整備，
中間貯蔵および搬送），原子力法第 9a条第 2
項に基づく最終貯蔵者への引き渡しおよび原
子法第 9a条第 3 項に基づく最終貯蔵に関し
て，妥当する。

（3）支配企業が複数の場合，相互に債務全体
に責任を負う。

（4）法的担い手としての事業者が消滅するた
めに第 1 項や第 2 項に基づく支払い義務が
もはや発生しないかもしくは適用されないこ
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（注）
1 我が国では，原子力発電施設解体引当金に関す

る省令で，解体の内容を「イ　核燃料物質によ

る汚染の除去，ロ　解体，ハ　核燃料物質によっ

て汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設

置した工場又は事業所内で一時的に保管するた

めの当該廃棄物の処理，ニ　核燃料物質によっ

て汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評

価，ホ　核燃料物質によって汚染された廃棄物

を埋設の方法により最終的に処分するための当

該廃棄物の処理および，ヘ　廃棄物の運搬及び

処分」の 6 つを指している。

2 RWEの執行役会は，2015 年 12 月 1 日に再生可

能エネルギー，配電網および内外の小売り部門

を子会社化することを決定し，監査役会も同 11

日にそれを承認したが，RWEが資金上の義務を

負うことには変化はないので，法案に抵触しない

としている（RWE, Pressemitteilung 1. Dezember 

2015および Pressemitteilung 11. Dezember 2015，

参照）。

3 Teyssenは，「原子エネルギーの平和利用を望ん

だのは国家であった。国家と産業は一緒に乗車

したのであり，一緒に下車しなければならない」

とも述べている（Dehmer 2015, S.15）。

4 原発処理関連費用を確保するための公法上の基

金 の 設 立 と い う 緑 の 党 の 要 求 に 関 し て は，

Deutscher Bundestag（2014a）を参照。

5 日本は，同表によれば，2010 年試算で，54 基の

廃炉総額 194 億ユーロ，1 基あたりの廃炉費用

は 3 億 5900 万ユーロ，1 メガワットあたりの廃

炉費用は 70.5 万ユーロと算定されている。

6 左翼党のRalf Lenkert連邦議会議員は，不十分

な現在の引当金をそのままにしておけば，「50

年間の原発利用の遺産が社会に押しつけられる

ことを恐れざるをえない」と報告書の結論を根

拠にあげた（Deutscher Bundestag, S.12815）。

7 もちろん，金森・大島（2014）で，その算定が

おこなわれているが，政府の数値未公表の壁が

あることは否めない。平野（2014）も，廃炉会

計の問題を指摘するとともに，中部電力の浜岡

とがある場合，各々の請求権のある団体はそ
の支払い義務を支配企業に対して，消滅した
事業者に対して支払い義務が適用されていた
であろう範囲において適用しうる。
第 2条　事業者の支配

（1）支配企業とは，事業者の資本の過半とな
る会社持ち分を直接的に，もしくは間接的に
有しているか，もしくは事業者における議決
権の過半数を有している企業，その他，事業
者の管理権限（Leitungsmacht）を直接間接
に遂行しうる企業である。投票権の割合の計
算や第三者の投票権の帰属については，改正
された有価証券取引法第 22 条第１項から第
3 項およびその後続規則が妥当する。

（2）人的会社形態における事業者の人格的に
責任を有する社員である者，もしくはこの社
員を第 1 条第 2 項の意味において直接，間
接的に支配している者も，本法の意味におけ

る支配的企業である。
（3）本法の意味における支配的企業としての
性質は，法的担い手としての事業者が消滅す
ることによって失効はしない。
第 3条　特別な場合における責任の存続

（1）第 2 条第 1 項および第 2 項の意味にお
ける支配が本法の発効後に終了することに
よってその責任は消滅しない。

（2）責任と責任債務は個々の，または全体の
法的後続者を出現させることによって第三者
に自由に委譲することはできない。
第 4条　責任の時間的制限
第 1 条第 1 項および第 2 項に基づく責任が
終了するのは，遅くとも，搬送されるべき物
質が完全に最終貯蔵所に搬入され，封印され
る時点である。
第 5条　州法による変更の排除（省略）
第 6条　効力（省略）
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